
地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について（概要）

パリ協定の締結、IPCC1.5度特別報告書の公表、2050年カーボンニュートラル宣言等の動きを踏まえ、あらゆる主体の取組に予見可能性
を与え、その取組とイノベーションを促す観点から、法が脱炭素社会の実現を牽引する趣旨を明らかにすることが重要。

（制度的対応の方向性）
 パリ協定の目標（2℃・1.5℃）や脱炭素社会の実現など地球温暖化対策の長期的方向性を法に位置付けるべき。
 2050年カーボンニュートラルについても、法に位置付けることを検討すべき。

ゼロカーボンシティを含めた地域の脱炭素化の取組を促進するためには、地域資源である再エネの活用が重要であり、再エネ事業の地域社会
との共生が課題となっていることも踏まえ、地域における合意形成の促進や地方公共団体による取組への支援等が必要。

（制度的対応の方向性）
 実行計画の実効性向上の観点から、都道府県等の実行計画に、施策の実施に関する目標を設定することとすべき。
 合意形成促進のため、協議会を活用しつつ、①再エネを活用した脱炭素化プロジェクトの促進を検討するエリア、②地域の環境
保全への配慮事項、③地域貢献等の地域経済・社会への配慮事項等を実行計画に位置づけ、当該配慮事項等に適合する事
業を市町村が認定することができるような仕組みを導入し、併せて認定事業に対する関係許認可手続等のワンストップ化等の政
策的な支援を行うべき。

 実行計画の共同策定や連携事例等の周知や情報・ツールの提供、人材育成等を行い、地方公共団体の取組を支援すべき。
 電力・ガス使用量を地方公共団体が把握できるような具体的方策を検討し、域内の排出量をより精緻に推計できるようにすべき。

事業者の脱炭素化の取組を後押しする観点から、算定・報告・公表制度により報告された情報が投資家、地方公共団体、消費者、事業
者等にできるだけ活用されるようにすることで事業者の取組を促進するとともに、地域の事業者への脱炭素経営の普及を図っていくことが重要。

（制度的対応の方向性）
 電子システムによる報告を原則とし、また、事業所等の情報について、開示請求の手続なく公表することとすべき。
 事業者の積極的な取組の見える化のため、任意報告を充実させるべき。将来的には、報告事項のあり方を含め、脱炭素社会
の実現に資する算定・報告・公表制度のあり方について、引き続き検討すべき。

 地域地球温暖化防止活動推進センターの事務に事業者向けの啓発・広報活動を明記すべき。

「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」において、地球温暖化対策推進法の見直しについて検討を行い、今後の制度的対応の方向性を

とりまとめ。今後、速やかに法制度の整備を含む具体的な取組に着手するとともに、今後更なる検討が速やかに行われることを期待。

（１）パリ協定や2050年カーボンニュートラル宣言を踏まえた長期的な視点

（２）地域の脱炭素化に向けた地方公共団体実行計画制度等の見直し

（３）事業者の脱炭素化に向けた温室効果ガス算定・報告・公表制度等の見直し
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(３)地域再エネ事業の持続性向上のための
地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支
援事業

事業イメージ

(1)間接補助(定率、定額), (2)間接補助（定率）, (3)委託事業

新型コロナウイルス感染症による地域経済のダメージや気候変動に伴う災害の激甚化を踏まえ、地域経済の活性化・新

しい再エネビジネス等の創出・分散型社会の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの最大限の導

入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行うとともに、

官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や持続性向上のための地域人材育成の支援を行う。

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します

【令和３年度予算（案）１,２００百万円（新規）】

【令和２年度３次補正予算（案） ２,５００百万円】

(1), (2)地方公共団体, (3)民間事業者・民間団体等

令和３年度～令和５年度

環境省大臣官房 環境計画課 電話：03-5521-8234、環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

■補助対象

地域に根ざした地域再エネ事業を推進するには、地方公共団体が地域関係者と連携
して、地域に合った再エネ設備の導入計画、地域住民との合意形成、生産した再エネ
消費先確保・再投資、持続的な地域再エネ事業の経営に関する課題を解決する必要が
あるため以下の事業を実施する。
（１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援
①2050年を見据えた地域再エネ導入目標策定支援
②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
（２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援

地域再エネ導入目標に基づき再エネ導入促進エリア等において地域再エネ事業を実
施・運営するための官民連携で行う事業スキーム（電源調達～送配電～売電、需給
バランス調整等）の検討から体制構築（地域新電力等の設立、自治体関与）までを
支援

（３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するため
の地域人材のネットワーク構築や相互学習等を行う
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間接補助（定率３／４、定額）

① 2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援

中長期的に脱炭素化を図り持続可能でレジリエントな地域を実現し、地域循環共生圏

を構築するため、長期目標として2050年を見据えて、どの再エネを、どれくらい、

どのように導入し、有効活用するかについて、地域全体で合意された目標を定めるた

めの調査検討や合意形成を支援する

②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援

地域が主導し、地域が裨益する円滑な再エネ導入が期待できるエリアである促進エリ

ア設定等に向けたゾーニング等の取組と、それに向けた調査検討や、地域住民等によ

る合意形成等を支援する。

＜補助率について＞

◆小規模自治体：定額（①上限1,000万円、②上限3,500万円）

◆都道府県・指定都市・中核市・特例市：定率3/4

地方公共団体における2050年までの二酸化炭素削減目標を見据えて地域への再エネ導入のプランを明確にすることに

加えて、再エネ導入を促すエリアの設定に係る合意形成等を支援することで、地域再エネの最大限の導入を図る。

地域への再エネ導入目標の策定や再エネ導入促進エリアの設定における合意形成等を支援します。

１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援

地方公共団体

令和３年度～令和５年度

■補助対象

再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、

出典:長野県気候危機突破方針

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

間接補助（定率２／３、１／２、１／３）

地域再エネの地産地消とそこで得られた収益を地域再エネ電源の開発等に還元する

ことによって、地域の脱炭素化と地域活性化に貢献し、地域エネルギー収支の改善に

資する事業実施・運営体制を構築するため、

以下の業務について支援を行う。

・事業スキーム検討（例：再エネ調達方法（自社開発、地域内企業との協定締結によ

る調達など）、地域内での需要確保、収益の地域還元方法）

・事業性検討（例：事業の採算性評価、出資主体間の合意）

・事業体（地域新電力等）設立（例：需給管理、顧客管理体制の構築）

・専門人材確保（例：事業運営に必要な人材の専門分野の特定、雇用確保）
＜補助率について＞事業の実施の結果として構築される実施・運営体制に対して以下の出資比率により算出

◆地方公共団体若しくは地域金融機関又はこれらの両方が出資し、かつ、当該地方公共団体、

地元企業（地域金融機関を含む。）・団体及び一般市民の出資額が資本金額の50％を上回る場合は２／３

◆地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の50％を上回る場合並びに地方公共団体が出資する場合１／２

◆上記以外の場合１／３

地方公共団体、地域金融機関、地元企業、市民等の地域のステークホルダーが参画・関与して、地域雇用による内発的

な再エネ開発により、「地域の稼ぎ」を生み出し、さらにその稼ぎを再エネに再投資する持続的な事業実施・運営する

ための体制構築（事業スキーム、事業性等に係る検討、事業体（地域新電力等）の設立及び専門人材確保を含む。）を

支援する。

地域の内発的な再エネ導入事業を持続的に行うための実施・運営体制の構築を支援します。

２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援

地方公共団体

令和３年度～令和５年度

■補助対象

再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

事業イメージ

事業体設立
（地域新電力等）

域内再エネ
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（事業採算性、合意形成）
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地域への還元
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委託

・地域再エネ事業の持続的な実施に必要な地域中核人材等に対し、他地

域の中核人材とのネットワーク構築や相互学習をサポートする。

（例：実際の再エネ電源開発の合意形成等に係るノウハウの継承・蓄

積、需給予測、VPPなどAI・IT技術を応用した事業性強化のた

めの研修の実施、同じ地域課題を抱える地域人材のネットワー

ク構築・相互学習）

・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実

施・運営体制構築に係る事例をガイド等として取りまとめ、他地域で

の展開を図る。

・地域への再エネ導入の主体となる地域新電力等が事業の実施に必要とする地域中核人材等に対し、他地域の中核人材

とのネットワーク構築や相互学習をサポートすることで、効果的な人材育成の広域的展開を図る

・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実施・運営体制構築に係る事例をガイド等として

取りまとめ、他地域での展開を図る。

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するための地域人材のネットワーク構築
や相互学習等を行います。

３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互学習等）

民間事業者、団体等

令和３年度～令和５年度

■補助対象

再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、

目指す人材像＝

事業者 金融機関

コンサル

地域に根ざした再生可能エネルギー
事業の組成・運用支援

自治体

ネットワーク構築
相互学習をサポート

地元企業

メーカー

地権者

地域住民
地域

中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235


